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新型コロナウイルス感染拡大に係る対応について（第８報） 

 

 

 ５月１４日、国による緊急事態宣言が本県を含む８都道府県で継続されることになりまし

た。２１日に再度見直しが図られますが、本市の臨時休業は当初の計画通り５月３１日まで

となる見通しです。文部科学省ではこうした状況を踏まえ、前日１３日に最終学年の小６と

中３については優先的な登校による学習機会の確保、他学年については学習内容を次年度以

降に分散させる教育課程の特例措置を図ることをはじめ、高校入試では出題範囲に配慮する

など新たな指針を発表しました。 

 

 本校ではこれらを踏まえて、６月 1 日からの学校再開を念頭に、臨時休業からの出口戦略

として、生活習慣の正常化の支援（起床や就寝、食事等）、学習習慣の再構築、教育相談活動

と心のケアに努め、学校再開後は家庭学習課題の定着確認のための調査を予定しています。

また、３年生に対しては、臨時休業中の補習授業の実施、および実用英語技能検定（英検）の

自校開催の設定など、進路対策の充実を図ります。 

 

 本市では、大型連休後の感染者数が一日あたり０〜３名程度で推移し、中原区においては

この２週間で計２名（５月１４日現在）に抑えられています。一方、厚生労働省が５月４日

に発表した「新しい生活様式」では、第二波、第三波の襲来を見据えて日常の生活習慣を一

から見直し、かつ定着を図ることを求めています。本校でも引き続き、感染防止策の徹底と

ともに、新しい生活様式の啓発に努め、教育活動の正常化に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．臨時休業期間  

  令和２年５月１８日（月）～ 令和２年５月３１日（日） 

   ※５月１４日に国の専門家会議が示した見解を受けて、神奈川県内の緊急事態宣言が

継続されたことに伴い、来週以降も引き続き臨時休業を継続します。 

 

２．臨時休業期間中の相談活動  

（１）健康相談・学習相談  

    来週金曜日も引き続き、健康観察表による健康相談と家庭学習課題の受け渡しと

学習相談を行います。 

 

   ＜実施日時＞５月２２日（金） １年生：１１時００分〜１２時３０分 

                   ２年生：１３時３０分〜１５時００分   

                                     ３年生： ９時００分〜１０時３０分 

                                     時間外：１５時００分〜１６時００分 

   ※服装は標準服ですが、通学かばん、上履きは不要です。 

   ※感染防止策を施すとともに、公共交通機関を使わないで登校してください。 

   ※相談場所、配付物や回収物などの詳細については、２１日（木）に配信メールで

お知らせします。 

 

（２）ＩＣＴ学習相談・学習スペースの提供  

    「まなびポケット」と「eboardホームスクール」のパソコン操作やこれを利用し

た学習相談、さまざまな事情により家庭で学習できない生徒への学習スペースの提

供を来週も行います。生活習慣の正常化に対応するため開始時刻を早めました。 

 

  ＜実施日時＞５月１８日（月）〜５月２１日（木） ９時００分〜１２時００分 

   ① ＩＣＴ学習相談（パソコン操作）・・・１棟２階 パソコン室 

   ② 学習スペースの提供 ・・・・・・・・１棟１階 特活室 

    ※どちらも事前の申し込みや予約は不要です。利用する時間帯は自由です。 

    ※入口は①、②ともに、正門を入って右手の備蓄倉庫前の特活室の外扉です。 

    ※持ち物は家庭学習課題と教科書、筆記用具です。上履きは不要です。 

 

（３）電話相談窓口   

    来週は下記の日時にスクールカウンセラーによる電話相談窓口を開設します。また、

これ以外の日も支援教育コーディネーター、担任、学年主任が随時、相談をお受けします。 

 

  ＜開設期間＞ ５月１９日（火）９時００分～１５時００分 

  ＜電話番号＞ ０４４－７７７－２５４６（相談室専用、直通ダイヤル） 

    ※保護者の相談も可能です。 

    ※上記の日時以外は、０４４－７７７－２２３９におかけください。 



３．３学年の補習  

   進学等を見据えて学習課題の定着を図りたい３年生を対象に、臨時休業期間の最終週

となる下記の日程で、これまでの学習内容（家庭学習課題）の振り返りを兼ねた補習を

行います。 

   内容は配付済みの家庭学習課題の範囲内で、課題プリントの返却と確認を兼ねます。

新しい単元に入ることはありません。臨時休業中の自主的に参加する学習相談の一環と

お考えください。 

 

＜実施日時＞５月２５日（月）〜５月２９日（金）  ９時００分〜１０時３０分 

                        １１時００分〜１２時３０分 

                        １３時００分〜１４時３０分 

   ※クラスごとに上記の時間帯に分散登校します。会場割り当て、集合時刻など詳細

は配信メール等でお知らせします。 

   ※体育館、多目的室１などを活用し一般教室は使いません。机の間を約２メートル

開け、消毒や換気、など感染防止対策を徹底して行います。 

   ※１日９０分（４５分×２教科）、国語、社会、数学、理科、英語の５教科について

２回ずつ行います。 

  ※国や市の学校再開に向けた動きについて変更が生じた場合（例えば早期再開など）

は、改めて編成しなおして、配信メールでお知らせします。 

 

４．タブレット端末の貸し出しによるＩＣＴ学習支援  

   家庭に生徒本人が使用できるパソコンやタブレット端末が無いご家庭に対して、タブ

レット端末を無償で貸し出します。本校で採用している「まなびポケット」と連携した

「eboard ホームスクール」のような映像教材による学習支援だけでなく、「まなびポ

ケット」の個別メッセージ機能を利用して、家庭学習課題の質問や相談をすることがで

きます。映像教材を使用しない場合でも、担任と生徒との臨時休業中や長期休業中のコ

ミュニケーションツールの活用に役立ちます。 

   また、ご自宅に WiFi（インターネットに繋ぐための無線ネットワーク機能）環境が

無い場合には、レンタル機器の仲介やネットワーク接続の相談も行います。 

   なお、お貸しするタブレット端末の数に限りがありますので、優先順位を設けて順に

貸し出します。万が一払底した場合はご了承ください。 

 

 ＜貸出機材＞  タブレット型コンピュータ（８インチ） 

         ※Lenovo TAB3、Lenovo E8、Apple iPad mini2 などです。 

 ＜第 1回締切＞ ５月１８日（月） 

     ※詳しくは本日配付した５月１２日付「家庭学習のためのタブレット端

末の貸し出しについて」をご覧ください。 

         ※WiFi機器の契約、接続や初期設定まで本校職員がサポートします。 

         ※上記の締切以降も、機材がある限り随時、申し込みを受け付けます。  



５．臨時休業中の生活アンケートの実施  

   ６月１日からの学校再開に向けて、心身のリズムをこの３か月間の臨時休業から日常

の学校生活に戻す必要があります。しばらくは学年やクラス、出席番号によって時差登

校や少人数授業になりますが、クラスの生徒全員が教室で給食を食べることができる完

全復活まで、生徒に寄り添いながら支援していきたいと思います。 

   その一環として、本日は登校した生徒にその場で簡単なアンケートを実施しました。

また、自宅で記入してもらう「担任に知っておいてほしいこと・パート２」を配付し

て、臨時休業中の心の変容を生徒と共有したいと思います。 

   保護者の皆さんにおかれましては、家庭生活のなかで子どもの気になる言動や変化等

に気づいた場合は、できるだけ早めに学校までご相談ください。臨床心理士や支援教育

コーディネーターをはじめとする専門職が対応し、ケースによっては外部の専門機関を

ご紹介いたします。 

   連絡先等、詳しくは前出の「２（３）電話相談窓口」をご覧ください。 

 

６．学校再開後の取組  

 （１）家庭学習課題の定着確認のための調査 

    授業再開の初日となる６月１日を含めた第１週は、少人数による時差登校から始め

る予定です。最初の１週間はクラスを３分の１に分け、ひと教室１３〜１４人ずつ、

９０分程度の在校とします。当初は、臨時休業期間中に家庭で行った学習内容の定着

を確かめるための調査（確認テスト）を行い、授業再開後の教育課程の再編に役立て

たいと考えています。 

 ＜実施日時＞６月１日（月）〜６月５日（金） 

   ※クラスごとに分散登校します。詳細は後日お知らせします。 

   ※１日２教科程度を予定しています。 

 

 （２）２年生を対象とした第１回実用英語技能検定（英検）の実施 

    先週、高校受験対策の一環として３年生を対象に、本校を会場とした第１回検定の

希望者を受け付けたところ、最終的に１３１名の３年生から申し込みがありました。

これにより、会場となる教室残数から２年生まで対象を拡大し、希望者の受検申し込

みを受け付けます。 

 

＜希望者受付＞ ５月１８日（月）１０時００分〜１２時００分 

    ※詳細は本日配付の別紙「令和２年度第１回実用英語技能検定（英検）のご案内」

をご覧ください。 

    ※まなびポケットの「個別メッセージ」を通じて、生徒にも受検を促しています。 

  ＜１次試験日程＞ ７月１７日（金）午後      西中原中学校 

  ＜２次試験日程＞ ８月２２日（土）、２３日（日） 別会場   

※第１回検定の個人申し込みは既に締め切っていますので、受検希望者はこの機会

を利用してください。 


